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資料の掲載日時及び集計方法等について 

株式会社大阪取引所 

 

●資料作成の目的 

先物・オプション取引等、デリバティブ市場全体の取引の規模を把握するには、取引高や取引代

金のデータがありますが、その内訳として、どんな投資家がどれくらいの規模の取引を行っている

かを把握するため、この投資部門別取引状況の統計を集計しています。 

 

●資料の名称 

投資部門別取引状況 

・先物取引 

日経 225 先物、日経 225mini、RNP 先物、日経平均ＶＩ先物、ＮＹダウ先物、CNX Nifty 先物、 

TOPIX 先物、ミニ TOPIX 先物、国債先物（長期国債、超長期国債※） 

※ 超長期国債先物取引は現在休止中、26 年 4 月 7日再開予定 

・オプション取引 

日経 225 オプション、TOPIX オプション、有価証券オプション、国債先物オプション（長期国

債先物オプション） 

 

●掲載日時 

資料名 掲載日 掲載時間(目安) 

投資部門別取引状況 

週間 

毎週第４営業日（通常は木曜日、祝日等 

非営業日がある場合はその分後ろ倒し） 
午後３時 

投資部門別取引状況 

月間（年間） 
前月（前年） 終週の週間分掲載日と同日 午後３時 

 

●集計期間 

週間・月間・年間 
 

[補足説明] 

週間：取引参加者からの週間報告データを集計することにより作成しています。なお、月末・月初

が週の途中に到来する場合は、日数の多い方の月の週名になります。（休日等の関係で同日

数の場合は後の週） 

※例 1/29（月）～2/2（金）であれば、１月第５週、1/30（月）～2/3（金）であれば、

２月第１週とする。 

月間：週間データを積み上げたみなし月間です。従って、月初月末の数日についてカレンダーど

おりの月間とは異なることがあります。 

年間：すべて月間ベースのデータを 12 か月分合計したものになります。 
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●集計方法等 

１．集計対象 

調査対象の取引参加者から、所定のフォーマットにて週間でデータの提出を受けて集計を行い

ます。 

※ 全取引参加者ベースで集計したものではないため、市場全体の数値（取引高など）より

少なくなっています。 

２．集計の種類及び集計対象等 

項番 集計対象 対象商品等 対象取引 集計事項 

1 

株価指数先物

取引 

日経 225 先物 競争売買市場での取引、

過誤訂正等のための取引、

デリバティブJ-NET取引、

NYSE Liffe 移管取引、

国債先物オプション取引

に係る権利行使分 

 

取引高 

取引代金 

建玉残高 

 

2 日経 225mini 

3 RNP 先物 

4 日経平均ＶＩ先物 

5 ＮＹダウ先物 

6 CNX Nifty 先物 

7 TOPIX 先物 

8 ミニ TOPIX 先物 

9 
国債先物取引 

長期国債先物 

10 超長期国債先物 

11 
株価指数オプ

ション取引 

日経 225 オプション 

（プット及びコールオプション） 

12 
TOPIX オプション 

（プット及びコールオプション） 

13 
有価証券オプ

ション取引 

有価証券オプション 

（プット及びコールオプション） 

14 
国債先物オプ

ション取引 

長期国債先物オプション 

（プット及びコールオプション） 

 

●調査要綱及び投資部門の定義 

株価指数先物取引・株価指数オプション取引・有価証券オプション取引 

１．ファイル構成 

「株価指数先物取引」、「株価指数オプション取引」及び「有価証券オプション取引」の各上場商品

ごとに取引高ベース・取引代金ベースで集計したデータを、PDF及びCSVの 2種類のファイルで掲載。 

※ CSV ファイルの各項目の内容は、別添「CSV 項目内容及び CSV ヘッダー」ファイルをご参照下

さい。（以下同じ。） 

２．対象銘柄・取引 

大阪取引所に上場している株価指数先物取引（日経 225 先物取引、日経 225mini、RNP 先物取引、

日経平均ＶＩ先物取引、大証 ＮＹダウ先物取引、CNX Nifty 先物取引、TOPIX 先物取引、ミニ TOPIX
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先物取引）、株価指数オプション取引（日経 225 オプション取引、TOPIX オプション取引）、有価

証券オプション取引の全限月取引。競争売買市場での取引、過誤訂正等のための取引、デリバテ

ィブ J-NET 取引、NYSE Liffe 移管取引を含む。 

３．調査対象 

全取引参加者の自己取引及び「資本の額が 30億円以上」の取引参加者が大阪取引所に発注した委

託取引。 

４．投資部門の定義 

(1)証券会社 

(9)b.を除く同業他社からの委託取引。 

(2)都銀・地銀等 

銀行法により免許を受けた国内普通銀行。 

(3)信託銀行 

社団法人信託協会に加盟している信託銀行。 

(4)生保・損保 

保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。 

(5)その他金融機関 

(2)～(4)に記載されたもの以外の金融機関。 

具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関、外国銀行の

在日支店等が該当する。 

(6)投資信託 

投信法（「投資信託及び投資法人に関する法律」）に規定する投資信託委託会社及び資産運用会社。 

(7)事業法人 

(1)～(6)及び(9)以外の株式会社、有限会社、持分会社（合名・合資会社又は合同会社）。 

なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。  

(8)その他法人 

金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(9)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共

団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融

機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。  

(9)海外投資家計 

a. 外為法（「外国為替及び外国貿易法」）第６条第１項第６号に規定する「非居住者」。 なお、

日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「海外投資家」に含まれる

が、下記 b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、上記(5)「その他金融

機関」または(8)「その他法人等」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地

法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。  

b. 非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。  

 

国債先物取引・国債先物オプション取引 

１．ファイル構成 

「国債先物取引」、「国債先物オプション取引」の各上場商品ごとに取引高ベース・取引代金ベー
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スで集計したデータを、PDF及びCSVの 2種類のファイルで掲載。 

２．対象銘柄・取引 

大阪取引所に上場している国債先物取引（長期国債先物取引、超長期国債先物取引）及び国債

先物取引に係るオプション取引（長期国債先物オプション取引）の全限月取引。競争売買市場で

の取引、過誤訂正等のための取引、デリバティブ J-NET 取引、NYSE Liffe 移管取引、国債先物オ

プション取引に係る権利行使分を含む。 

３．調査対象 

全取引参加者の自己取引及び取引参加者である主要金融機関並びに「資本の額が 30億円以上」の

証券会社が大阪取引所に発注した委託取引。 

４．投資部門の定義 

株価指数先物取引・株価指数オプション取引・有価証券オプション取引を御参照下さい。 

 

●資料の構成及び見方 

（Ａ） 自己・委託合計（総計）とその内訳 
 

Ⓒ自己・委託合計（総計）＝ Ⓐ自己取引計＋ Ⓑ委託取引計 
                

Ⓐ自己取引計：全取引参加者自身の取引（自己取引）の状況を表します。 

Ⓑ委託取引計：Ⓐ以外の全ての部門から集計対象取引参加者が委託を受けて行った取引 

（委託取引）の状況を表します。 

Ⓒ自己・委託合計：全取引参加者自身の自己取引及び集計対象の取引参加者の委託取引を 

表します。 
 

（Ｂ）委託取引の内訳 

（Ａ）のⒷ委託取引計について細分化した内容が（Ｂ）委託内訳になります。 
 

Ⓑ委託内訳＝Ⓓ法人計＋Ⓔ個人計＋Ⓕ海外投資家計＋Ⓖ証券会社 
 

（Ｃ）法人の内訳 

（Ｃ）法人内訳は、（Ｂ）委託取引のうちのⒹ法人計をさらに細分化した内容になります。 
 

Ⓓ法人内訳＝Ⓗ投資信託＋Ⓘ事業法人＋Ⓙその他法人＋Ⓚ金融機関計 
 

（Ｄ）金融機関の内訳 

（Ｄ）金融機関の内訳は、（Ｃ）法人内訳のうちのⓀ金融機関をさらに細分化した内容になります。 
 

Ⓚ金融機関計＝Ⓛ生保・損保＋Ⓜ都銀・地銀等＋Ⓝ信託銀行＋Ⓞその他金融機関 

 
 

委託取引の内容を総括すると、以下のようになります。 
 

Ⓑ委託取引計＝Ⓔ個人計＋Ⓕ海外投資家計＋Ⓖ証券会社＋Ⓓ法人内訳（Ⓗ投資信託＋ 

Ⓘ事業法人＋Ⓙその他法人＋ Ⓚ金融機関計（Ⓛ生保・損保＋ 

Ⓜ都銀・地銀等＋Ⓝ信託銀行＋Ⓞその他金融機関）） 
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平成 26 年 3 月 24 日改正 
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